
空き家リフォーム工事助成金 
 

○対象者 

 転入日前 5 年以上町外の住民であった方で、空き家を購入または賃借をし

て 5 年以上居住していただける方、もしくは空き家を 5 年以上賃貸の目的と

して空き家を使用していただける方 

 申請日の属する前年度において市区町村民税等（市区町村民税、固定資産

税、軽自動車税、国民健康保険税）に滞納がない方 

 自治会等に加入していただける方（所有者は除く） 

 

○助成対象となるリフォーム工事 

※リフォーム工事の施工業者は町内の建築業者に限る 

町内建築業者 利根町に住所を有する個人事業者又は利根町内に本店を有する法人

で，次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 利根町小規模契約事業者登録要綱（平成２１年利根町告示第４１号）第５条第１項 

に規定する小規模契約事業者登録名簿に登録されている者 

イ 利根町入札参加者の資格等に関する規程（平成６年利根町訓令第３号）第５条第１ 

項に規定する有資格者名簿に登録されている者 

 

建築物の維持及

び機能向上を目

的として行う当該

建築物の構造部

分及び付帯設備

の修繕工事，模

様替え工事及び

増改築工事とす

る。 

（１）基礎，土台，柱の修繕・補強工事 

（２）外壁，屋根，内壁，天井，床の修繕工事 

（３）塗装工事 

（４）給排水，換気，電気，ガス，通信等の設備工事 

（５）外壁，屋根，庇，樋の設置・修繕工事 

（６）間取りの変更，増築（増築面積は１０平方メートル以内で 

あること）等模様替え工事 

（７）玄関，居室，台所，洗面所，浴室，便所を改良する工事 

（８）建具の取替等の工事 

（９）ベランダ，バルコニーの設置・修繕工事 

※備品購入によるリフォームは除く。 

 

○助成金額 

リフォーム工事費用の総額の 2分の 1（上限 30万円） 



 

○提出書類（交付申請時） 

 利根町空き家リフォーム工事助成金交付申請書（様式第５号） 

 利根町空き家リフォーム工事助成金誓約書（様式第６号） 

 自治会等加入証明書（様式第３号） 

 住民票（世帯全員の記載があるもの） 

 転入日前５年以上利根町の住民でないことを証する書類（戸籍の附票等） 

 申請日の属する年度の前年度分の市区町村民税等（市区町村民税、固定

資産税、軽自動車税、国民健康保険税）に滞納がないことを証する書類 

 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

 空き家の建築確認済証の写し又は建築基準法に基づく建築確認を受け

ている建築物であることを確認することができる書類 

 空き家所有者のリフォーム工事承諾書 

 リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 

 リフォーム工事の見積書 

 工事施工前の現場写真 

○提出書類（工事完了時） 

 利根町空き家リフォーム工事完了報告書（様式第１０号） 

 リフォーム工事に係る領収書の写し 

 リフォーム工事施工前・施工後の現場写真 

○提出書類（請求時） 

 利根町空き家リフォーム工事助成金交付請求書（様式第１２号） 

 口座振替依頼書 



○交付申請手続きの流れ 

申請者 企画財政課 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の賃貸借契約成立 

交 付 申 請 受  付 

書類の審査及び現地調査 

交 付 決 定 通 知 受  領 

工 事 着 手 

工 事 完 了 

工 事 完 了 報 告 受  付 

書 類 の 検 査  

交付額確定通知  受  領 

交 付 請 求 

利根町空き家リフォーム工事完了報告書

（様式第１０号）に必要書類を添えて提出 

 

利根町空き家リフォーム工事助成金交付

額確定通知書（様式第１１号）を送付 

 
受  付 

利根町空き家リフォーム工事助成金交付請求

書（様式第１２号）及び口座振替依頼書を提出 

 

受  領 

利根町空き家リフォーム工事助成金交付決定

通知書（様式第７号）を送付 

 

利根町空き家リフォーム工事助成金交付申請

書（様式第５号）に必要書類を添えて提出 

 

助 成 金 の交 付 


